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表3-10 取付器具類損失水頭の直管換算表  

 

表3-13 一般的な給水管の管種 

※１ 共同住宅等の第１止水栓下流1ｍを上流側と同一管種とする。までは第１章総則 1.5(3)

に記載されている材料を使用すること。 

 

3.5 給水管の分岐 

３．止水栓（仕切弁）の設置 

(4) 給水管の延長の長いときは止水栓を，２戸以上に給水する場合には配止水栓を設

置する。 
(5)   
(6) やむをえず道路上に配止水栓または仕切弁を設置する場合には，自動車等による輪

荷重の影響がないように側溝に近接させる。この場合の設置位置は，隅切りより 1.5ｍ引

き込み道路側に設置することを標準とする。 
 

 

表3-10 取付器具類損失水頭の直管換算表

 

表3-13 一般的な給水管の管種 

※１ 共同住宅等の第1止水栓下流1ｍを上流側と同一管種とする。 

 

 

3.5 給水管の分岐 

３．止水栓（仕切弁）の設置 

(4) 給水管の延長の長いときは止水栓を，２戸以上に給水する場合には配止水栓を

設置する。 
(5)   
(6) やむをえず道路上に配止水栓または仕切弁を設置する場合には，自動車等によ

る輪荷重の影響がないように側溝に近接させる。この場合の設置位置は，隅切りより

1.5ｍ引き込み道路側に設置することを標準とする。 
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図3-1 止水栓（仕切弁）標準設置図 

 

 

表６－１ 給水装置工事の申込先 

 

図3-1 止水栓（仕切弁）標準設置図 

 

 

 

表６－１ 給水装置工事の申込先 
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表７－１ 配水管（予定）工事の申込先 

 
8.3 申請 
［解説］ 
申込に必要な添付書類は，以下のとおりとする 
・位置図         ・立体図立面図 
・平面図         ・水理計算書（給水立面図・建物の断面図等） 
・増圧方式の場合の保守管理者との契約書（写）（申込時点で未契約の場合は，契約後と

することができる。） 
 必要書類を添付し，各事業所，営業所各所管部署へ原本1部，複写1部を提出する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７－１ 配水管（予定）工事の申込先 

 
8.3 申請 
［解説］ 
申込に必要な添付書類は，以下のとおりとする 
・位置図         ・立体図 
・平面図         ・水理計算書（給水立面図・建物の断面図等） 
・増圧方式の場合の保守管理者との契約書（写）（申込時点で未契約の場合は，契約

後とすることができる。） 
 必要書類を添付し，各事業所，営業所へ原本1部，複写1部を提出する。 
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8.5 給水装置の構造 
(2) 直圧式において，単独水道メーターの場合のメーター下流の主たる給水管口径は，

水道メーターの瞬時流量を超えない範囲であれば、１ランク上位口径を認める。 
共同住宅等で単独メーターを設置しない場合においては，逆止弁の下流の主たる配管

を１ランク上位まで認める。※図8-3を参照 
［解説］ 
(2) 共同住宅等で単独メーターを設置しない場合においては，逆止弁の下流の主たる配

管を１ランク上位まで認める。※図8-7を参照 
図8-73（共同住宅等での主たる配管） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8-34 ポンプ停止圧力設定図 

 

図8-45 受水槽方式からの改造例 

 

図8-56 
図8-56直結増圧方式の動水勾配線図（参考） 

 

図8-67 増圧ポンプ設置を猶予できる場合の動水勾配図（参考） 

 
 

 
 

8.5 給水装置の構造 
(2) 直圧式において，単独水道メーターの場合のメーター下流の主たる給水管口径

は，水道メーターの瞬時流量を超えない範囲であれば、１ランク上位口径を認める。 
 
 
［解説］ 
(2) 共同住宅等で単独メーターを設置しない場合においては，逆止弁の下流の主たる

配管を１ランク上位まで認める。※図8-7を参照 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8-3 ポンプ停止圧力設定図 

 

図8-4 受水槽方式からの改造例 

 

図8-5 
図8-5直結増圧方式の動水勾配線図（参考） 

 

図8-6 増圧ポンプ設置を猶予できる場合の動水勾配図（参考） 
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9.1 適用条件 

(1) 直結水道メーター 
受水槽の親メーターの構造は「第1112章配管」による 
 

10.2 申請 
［解説］ 
申込に必要な添付書類は，以下のとおりとする。 
・位置図 
・平面図及び詳細図（配管及びスプリンクラーヘッドの配置等） 
・立体図立面図 
・水理計算書 
・消防関係法令適用通知連絡票 
・増圧方式の場合の保守管理者との契約書（写）（申込時点で未契約の場合は，契約後と

することができる。） 
 必要書類を添付し，各事業所，営業所各所管部署へ原本1部，複写1部を提出する。 
 

11.2 作 図 

１．付近見取り図 
(3) 給水装置設置場所近隣の布設番号，使用者名を複数記入する。 
２．平面図 
(5) 道路面をＧＬ＝０ｍとし，各階のフロアレベル（ＦＬ＝ ｍ），道路上の地下水位

（ＷＬ＝ ｍ，不明の場合はＷＬ＝不明）を表記する。 

図8-7（共同住宅等での主たる配管） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 適用条件 

(1) 直結水道メーター 
受水槽の親メーターの構造は「第11章配管」による 
 

10.2 申請 
［解説］ 
申込に必要な添付書類は，以下のとおりとする。 
・位置図 
・平面図及び詳細図（配管及びスプリンクラーヘッドの配置等） 
・立体図 
・水理計算書 
・消防関係法令適用通知連絡票 
・増圧方式の場合の保守管理者との契約書（写）（申込時点で未契約の場合は，契約

後とすることができる。） 
 必要書類を添付し，各事業所，営業所へ原本1部，複写1部を提出する。 

 

11.2 作 図 

１．付近見取り図 
(3) 給水装置設置場所近隣の布設番号，使用者名を複数記入する。 
２．平面図 
(5) 道路面をＧＬ＝０ｍとし，各階のフロアレベル（ＦＬ＝ ｍ）を表記する。 
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②メーター口径40mmの場合 

図12-10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表12-2 使用メーター覆表 

 

②メーター口径40mmの場合 

図12-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表12-2 使用メーター覆表 
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図12-21 メーター口径100の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図12-22 メーター口径150の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14.1 一般事項 

(8) その他 
① 現場で材料を仮置きするときは，管内の汚染破損及び材質の変化等がないよう注意 

すること。 
② 工事施工後は，土砂の飛散，付着等のないよう十分清掃する。 
③ 路面復旧方法については，各管理者に確認すること。構成断面については，新潟市

舗装マニュアルや道路標準復旧断面図等で確認すること。 

図12-21 メーター口径100の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図12-22 メーター口径150の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.1 一般事項 

(8) その他 
① 現場で材料を仮置きするときは，管内の汚染破損及び材質の変化等がないよう 

注意すること。 
② 工事施工後は，土砂の飛散，付着等のないよう十分清掃する。 
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